
                                         

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 令和６年５月 15 日 

北海道管区行政評価局 

令和 6 年度行政相談委員全体会議の開催 

 総務省北海道管区行政評価局では、５月 22日（水）に、石狩、空知、胆振、日高の各(総

合)振興局管内の市町村及び小樽市を担当する行政相談委員（109人）を招集して、次のと

おり令和６年度行政相談委員全体会議を開催します（行政相談制度等については別紙１参

照）。 

◎ これまでの活動が顕著であった行政相談委員に対する北海道管区行政評価局長表彰状

及び感謝状の贈呈（別紙２参照） 
 

◎ 行政相談委員活動の効果的な実施に向けた本年度の活動方針等の伝達や令和５年度の

行政相談業務実績の報告 
 

令和６年度行政相談委員全体会議の概要
 

 

【開催日時】令和６年５月 22日（水）15時 30分～17時 00分 

【開催場所】札幌第１合同庁舎 ２階講堂（札幌市北区北８条西２丁目） 

【次  第】① 功労者顕彰 

      ② 令和５年度行政相談業務実績 

      ③ 令和６年度行政相談業務計画 等 

（連絡先） 

北海道管区行政評価局総務行政相談部 

担 当：行政相談課長（久保） 

電 話：011-709-2311（内線 3122、3124） 

ＦＡＸ：011-709-1842 
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総務省の行政相談の特徴 

国の行政活動全般に及ぶ苦情に対応

苦情などをお聴きする範囲が国の行政全般に及んでいることから、担当の行政機関

が不明でどこに相談してよいか分からないといった問題や、複数の行政機関にまたが

るため、連絡や調整が必要な問題についても有効に対処できます。 

行政相談委員、管区局・事務所・センターによる全国ネットワークの活用 

どの地域の問題に関する苦情であっても、また、相談者がどの窓口に相談されても、

管区行政評価局・行政評価事務所・行政監視行政相談センター、行政相談委員など、

総務省が全国に整備したネットワークを活用して、一体となった受付・処理を行うこ

とができます。 

行政の制度・運営の改善を促進 

行政相談で受け付けた事案のうち、行政の制度・運営に係るものについて、公平な

第三者として、民間有識者で構成された「行政改善推進会議」に付議し、その意見を

踏まえて関係行政機関に働きかけることにより、国民の立場に立った行政の改善を促

進しています。 

行政相談委員 

 行政相談委員は、総務大臣が委嘱した民間有識者で、全国に約 5,000人（各市町村

に１人以上）、道内には約 300人が配置されています。 

行政相談委員は、無報酬のボランティアとして、国民の皆様から、国の行政活動

全般に関する苦情や相談を受け付け、相談者に対して助言したり、関係機関に対し

て適切な対応を依頼しています。 

 市区役所・町村役場、公民館などで定期的に相談所を開設したり、地域を巡回して

相談を受け付けています。このほか、自治会、婦人会などの方々との懇談会や小中

学校などで行政相談出前教室を開催することを通じて、行政相談制度の周知を図る

とともに、相談を受け付けています。 

 行政相談委員全体会議 

 毎年５月に管内の行政相談委員全員を招集して開催しているもので、当該年度にお

ける行政相談業務計画及び前年度の行政相談実績等の説明、委員功労者の顕彰など

を行います。 



別紙２ 

 

令和６年度北海道管区行政評価局長表彰受賞者 

行政相談委員名 担当地区 行政相談委員委嘱年月 

た ぐ ち

田口  
しょ

昇
うじ

治  札幌市中央区 平成 23年７月 

こばやし

小林  
ようぞう

洋三  札幌市手稲区 平成 25年４月 

ほりぐち

堀口  
まさ

雅
ゆき

行  小樽市 平成 25年４月 

 

 

 

 

 
令和６年度北海道管区行政評価局長感謝状被贈呈者 

行政相談委員名 担当地区 行政相談委員委嘱年月 

いしかわ

石川  
た か こ

孝子  札幌市清田区 令和３年５月 

まつもと

松本  
とし

俊
や

哉  栗山町 令和３年７月 

あ き ば

秋葉  
ひで

秀
ひろ

祐  奈井江町 令和３年４月 

さ さ き

笹木  
まさ

政
ひろ

廣  浦臼町 令和３年 10月 

ｌ 




